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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 3月 29日 (2007.3.29)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ を 検 知 す る 方 法 で あ り 、
　 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る １ つ 又 は 複 数 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 を プ ロ グ ラ ミ ン グ す る 工 程 と
、
　 前 記 の 「 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る １ つ 又 は 複 数 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 を プ ロ グ ラ ミ ン グ
す る 工 程 の 後 に 、 第 ２ 制 御 線 に 関 連 す る １ つ 又 は 複 数 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 を プ ロ グ ラ ミ
ン グ す る 工 程 と 、
　 前 記 の 「 第 ２ 制 御 線 に 関 連 す る １ つ 又 は 複 数 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 を プ ロ グ ラ ミ ン グ
す る 工 程 の 後 に 、 前 記 の 「 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る １ つ 又 は 複 数 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 が
オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ た か 否 か を 判 断 す る 工 程
　 を 備 え る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 第 １ 制 御 線 は 、 第 １ ビ ッ ト 線 で あ り 、
　 第 ２ 制 御 線 は 、 第 １ ビ ッ ト 線 に 隣 接 す る 第 ２ ビ ッ ト 線 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 第 １ 制 御 線 は 、 第 １ ワ ー ド 線 で あ り 、



　 第 ２ 制 御 線 は 、 第 １ ワ ー ド 線 に 隣 接 す る 第 ２ ワ ー ド 線 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ た と 判 断 さ れ た 記 憶 素 子 に 対 し て デ ー タ を 修 正 す る 工 程
を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 修 正 工 程 は 、 所 定 の 記 憶 素 子 の 閾 電 圧 を 次 に 低 い 閾 区 分 ま で 下 げ る こ と を 含 ん で い
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 判 断 工 程 は 、 所 定 の 記 憶 素 子 に 隣 接 す る 記 憶 素 子 の 電 荷 か ら 生 じ る 電 界 の 存 在 を 原
因 と し て 前 記 所 定 の 記 憶 素 子 が オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ た か 否 か を 検 知 す る こ と を
含 ん で い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 判 断 工 程 は 、 １ つ 又 は 複 数 の オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ 範 囲 の い ず れ か に 含 ま れ る
閾 電 圧 を 所 定 の 記 憶 素 子 が 有 す る か 否 か を 検 知 す る こ と を 含 ん で い る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 判 断 工 程 は 、 １ つ 又 は 複 数 の オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ 範 囲 の い ず れ か に 含 ま れ る
閾 電 圧 を 所 定 の 記 憶 素 子 が 有 す る か 否 か を 検 知 す る こ と を 含 ん で お り 、
　 オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ 範 囲 は 、 前 記 所 定 の 記 憶 素 子 に 隣 接 す る 記 憶 素 子 の 電 荷 か ら
生 じ る 電 界 の 影 響 を 推 定 す る こ と に よ っ て 決 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 判 断 工 程 は 、
　 １ つ 又 は 複 数 の オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ 範 囲 の エ ッ ジ に つ い て 、 前 記 の 「 第 １ 制 御 線
に 関 連 す る マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 に 対 し て 読 取 操 作 を 実 行 す る 工 程 と 、
　 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る 所 定 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 が 前 記 の 「 １ つ 又 は 複 数 の オ ー バ ー ・
プ ロ グ ラ ミ ン グ 範 囲 」 の い ず れ か に 含 ま れ る 閾 電 圧 を 有 す る 場 合 に 、 前 記 所 定 の マ ル チ 状
態 記 憶 素 子 が オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ た と 判 断 す る 工 程
　 を 有 す る 方 法 を 実 行 す る こ と を 含 ん で お り 、
　 前 記 所 定 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 は 、 前 記 の 「 第 ２ 制 御 線 に 関 連 す る マ ル チ 状 態 記 憶 素 子
」 の 少 な く と も １ つ に 隣 接 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 第 １ 制 御 線 は 、 第 １ ワ ー ド 線 で あ り 、
　 第 ２ 制 御 線 は 、 第 ２ ワ ー ド 線 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ の 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 判 断 工 程 は 、
　 前 記 の 「 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 の 初 期 状 態 を 判 断 す る た め に 、 １
つ 又 は 複 数 の 読 取 比 較 点 に つ い て 、 前 記 の 「 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」
に 対 し て 読 取 操 作 を 実 行 す る 工 程 と 、
　 前 記 の 「 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 と 前 記 初 期 状 態 の た め の エ ラ ー 訂
正 コ ー ド 処 理 を 実 行 す る 工 程 と 、
　 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る 所 定 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 の た め の エ ラ ー 訂 正 コ ー ド 処 理 が 失 敗
し た 場 合 に 、 前 記 所 定 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 が オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ た と 判 断 す
る 工 程
　 を 有 す る 方 法 を 実 行 す る こ と を 含 ん で お り 、
　 前 記 所 定 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 は 、 前 記 の 「 第 ２ 制 御 線 に 関 連 す る マ ル チ 状 態 記 憶 素 子
」 の 少 な く と も １ つ に 隣 接 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 第 １ 制 御 線 は 、 第 １ ワ ー ド 線 で あ り 、
　 第 ２ 制 御 線 は 、 第 ２ ワ ー ド 線 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ の 方 法 。
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【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 所 定 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 が オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ た 場 合 に 、 前 記 所 定 の
マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 に 対 し て デ ー タ を 修 正 す る 工 程 を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ ０ の 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 の 「 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る １ つ 又 は 複 数 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 と 、 前 記 の 「 第 ２
制 御 線 に 関 連 す る １ つ 又 は 複 数 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 は 、 Ｎ Ａ Ｎ Ｄ フ ラ ッ シ ュ メ モ リ 素
子 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ の 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 の 「 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る １ つ 又 は 複 数 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 は 、 記 憶 素 子 の ア
レ イ の 一 部 で あ り 、
　 記 憶 素 子 の ア レ イ は 、 集 積 回 路 チ ッ プ 上 に あ り 、
　 前 記 判 断 工 程 は 、 集 積 回 路 チ ッ プ 上 に あ る １ つ 又 は 複 数 の 回 路 に よ っ て 実 行 さ れ る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ の 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ を 検 知 す る 方 法 で あ り 、
　 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 を プ ロ グ ラ ミ ン グ す る 工 程 と 、
　 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 を プ ロ グ ラ ミ ン グ す る 工 程 の 後 に 、 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 に
対 し て 影 響 を 及 ぼ す こ と が で き る 電 界 を 有 す る 第 ２ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 を プ ロ グ ラ ミ ン グ
す る 工 程 と 、
　 第 ２ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 を プ ロ グ ラ ミ ン グ す る 工 程 の 後 に 、 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 が
オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ た か 否 か を 判 断 す る 工 程
　 を 備 え る 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 は 、 第 １ ワ ー ド 線 に 接 続 さ れ て お り 、
　 第 ２ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 は 、 第 ２ ワ ー ド 線 に 接 続 さ れ て お り 、
　 第 ２ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 は 、 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 に 隣 接 し て い る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ ６ の 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 は 、 第 １ ビ ッ ト 線 に 接 続 さ れ て い る 第 １ Ｎ Ａ Ｎ Ｄ チ ェ ー ン の 一
部 で あ り 、
　 第 ２ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 は 、 第 ２ ビ ッ ト 線 に 接 続 さ れ て い る 第 ２ Ｎ Ａ Ｎ Ｄ チ ェ ー ン の 一
部 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ の 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 前 記 判 断 工 程 は 、 第 ２ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 の 電 荷 か ら 生 じ る 電 界 の 存 在 を 原 因 と し て 第
１ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 が オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ た か 否 か を 検 知 す る こ と を 含 ん で
お り 、
　 第 ２ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 は 、 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 に 隣 接 し て い る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ ６ の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 前 記 判 断 工 程 は 、
　 １ つ 又 は 複 数 の オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ 範 囲 の エ ッ ジ に つ い て 、 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶
素 子 に 対 し て 読 取 操 作 を 実 行 す る 工 程 と 、
　 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 が 前 記 の 「 １ つ 又 は 複 数 の オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ 範 囲 」 の
い ず れ か に 含 ま れ る 閾 電 圧 を 有 す る 場 合 に 、 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 が オ ー バ ー ・ プ ロ グ
ラ ミ ン グ さ れ た と 判 断 す る 工 程
　 を 有 す る 方 法 を 実 行 す る こ と を 含 ん で お り 、
　 第 ２ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 は 、 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 に 隣 接 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ ６ の 方 法 。
【 請 求 項 ２ １ 】
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　 前 記 判 断 工 程 は 、
　 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 の 初 期 状 態 を 判 断 す る た め に 、 １ つ 又 は 複 数 の 読 取 比 較 点 に つ
い て 、 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 に 対 し て 読 取 操 作 を 実 行 す る 工 程 と 、
　 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 と 前 記 初 期 状 態 の た め の エ ラ ー 訂 正 コ ー ド 処 理 を 実 行 す る 工 程
と 、
　 エ ラ ー 訂 正 コ ー ド 処 理 が 失 敗 し た 場 合 に 、 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 が オ ー バ ー ・ プ ロ グ
ラ ミ ン グ さ れ た と 判 断 す る 工 程
　 を 有 す る 方 法 を 実 行 す る こ と を 含 ん で お り 、
　 第 ２ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 は 、 第 １ マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 に 隣 接 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ ６ の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ２ 】

【 請 求 項 ２ ３ 】

【 請 求 項 ２ ４ 】

【 請 求 項 ２ ５ 】

【 請 求 項 ２ ６ 】

【 請 求 項 ２ ７ 】

【 請 求 項 ２ ８ 】

【 請 求 項 ２ ９ 】
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　 マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 の ア レ イ と 、 マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 の ア レ イ と 通 信 す る 管 理 回 路 を 備
え る メ モ リ シ ス テ ム で あ り 、
　 管 理 回 路 は 、 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る １ つ 又 は 複 数 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 を プ ロ グ ラ ミ ン
グ す る と と も に 、 そ の 後 に 第 ２ 制 御 線 に 関 連 す る １ つ 又 は 複 数 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 を プ
ロ グ ラ ミ ン グ す る こ と を 含 む プ ロ グ ラ ミ ン グ 操 作 を 実 行 し 、
　 管 理 回 路 は 、 前 記 の 「 第 ２ 制 御 線 に 関 連 す る １ つ 又 は 複 数 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 を プ
ロ グ ラ ミ ン グ し た 後 に 、 前 記 の 「 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る １ つ 又 は 複 数 の マ ル チ 状 態 記 憶 素
子 」 が オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ た か 否 か を 判 断 し 、
　 前 記 の 「 第 ２ 制 御 線 に 関 連 す る マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 の 少 な く と も 一 部 は 、 前 記 の 「 第
１ 制 御 線 に 関 連 す る マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 に 隣 接 し て い る こ と を 特 徴 と す る メ モ リ シ ス テ
ム 。

　 第 １ 制 御 線 は 、 第 １ ビ ッ ト 線 で あ り 、
　 第 ２ 制 御 線 は 、 第 １ ビ ッ ト 線 に 隣 接 す る 第 ２ ビ ッ ト 線 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２
２ の メ モ リ シ ス テ ム 。

　 第 １ 制 御 線 は 、 第 １ ワ ー ド 線 で あ り 、
　 第 ２ 制 御 線 は 、 第 １ ワ ー ド 線 に 隣 接 す る 第 ２ ワ ー ド 線 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２
２ の メ モ リ シ ス テ ム 。

　 前 記 の 「 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る １ つ 又 は 複 数 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 と 、 前 記 の 「 第 ２
制 御 線 に 関 連 す る １ つ 又 は 複 数 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 は 、 Ｎ Ａ Ｎ Ｄ フ ラ ッ シ ュ メ モ リ 素
子 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ２ の メ モ リ シ ス テ ム 。

　 前 記 の 「 １ つ 又 は 複 数 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 は 、 記 憶 素 子 の ア レ イ の 一 部 で あ り 、
　 記 憶 素 子 の ア レ イ は 、 集 積 回 路 チ ッ プ 上 に あ り 、
　 管 理 回 路 は 、 状 態 機 械 を 含 ん で お り 、
　 状 態 機 械 は 、 集 積 回 路 チ ッ プ 上 に あ り 、
　 状 態 機 械 は 、 前 記 の 「 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る １ つ 又 は 複 数 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 が オ
ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ た か 否 か の 判 断 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ２ の メ
モ リ シ ス テ ム 。

　 管 理 回 路 は 、 オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ た と 判 断 さ れ た 記 憶 素 子 に 対 し て デ ー タ を
修 正 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ２ の メ モ リ シ ス テ ム 。

　 管 理 回 路 は 、 所 定 の 記 憶 素 子 に 隣 接 す る 記 憶 素 子 の 電 荷 か ら 生 じ る 電 界 の 存 在 を 原 因 と
し て 前 記 所 定 の 記 憶 素 子 が オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ た か 否 か を 検 知 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 ２ ２ の メ モ リ シ ス テ ム 。



【 請 求 項 ３ ０ 】

【 請 求 項 ３ １ 】

【 請 求 項 ３ ２ 】

【 請 求 項 ３ ３ 】
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　 管 理 回 路 は 、 所 定 の 記 憶 素 子 が １ つ 又 は 複 数 の オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ 範 囲 の い ず れ
か に 含 ま れ る 閾 電 圧 を 有 す る か 否 か を 検 知 し 、
　 オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ 範 囲 は 、 前 記 所 定 の 記 憶 素 子 に 隣 接 す る 記 憶 素 子 の 電 荷 か ら
生 じ る 電 界 の 影 響 を 推 定 す る こ と に よ っ て 決 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ２ の メ モ
リ シ ス テ ム 。

　 管 理 回 路 は 、 １ つ 又 は 複 数 の オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ 範 囲 の エ ッ ジ に つ い て 、 前 記 の
「 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 に 対 し て 読 取 操 作 を 実 行 し 、
　 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る 所 定 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 が 前 記 の 「 １ つ 又 は 複 数 の オ ー バ ー ・
プ ロ グ ラ ミ ン グ 範 囲 」 の い ず れ か に 含 ま れ る 閾 電 圧 を 有 す る 場 合 に 、 前 記 所 定 の マ ル チ 状
態 記 憶 素 子 は オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ た と 判 断 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ２ の
メ モ リ シ ス テ ム 。

　 第 １ 制 御 線 は 、 第 １ ワ ー ド 線 で あ り 、
　 第 ２ 制 御 線 は 、 第 １ ワ ー ド 線 に 隣 接 す る 第 ２ ワ ー ド 線 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３
０ の メ モ リ シ ス テ ム 。

　 管 理 回 路 は 、
　 前 記 の 「 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 の 初 期 状 態 を 判 断 す る た め に 、 １
つ 又 は 複 数 の 読 取 比 較 点 に つ い て 、 前 記 の 「 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」
に 対 し て 読 取 操 作 を 実 行 し 、
　 前 記 の 「 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 」 の た め の エ ラ ー 訂 正 コ ー ド 処 理 を
実 行 し 、
　 第 １ 制 御 線 に 関 連 す る 所 定 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 の た め の エ ラ ー 訂 正 コ ー ド 処 理 が 失 敗
し た 場 合 に 、 前 記 所 定 の マ ル チ 状 態 記 憶 素 子 が オ ー バ ー ・ プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ た と 判 断 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ２ の メ モ リ シ ス テ ム 。

　 第 １ 制 御 線 は 、 第 １ ワ ー ド 線 で あ り 、
　 第 ２ 制 御 線 は 、 第 １ ワ ー ド 線 に 隣 接 す る 第 ２ ワ ー ド 線 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３
２ の メ モ リ シ ス テ ム 。
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